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診療に関する諸記録及び同法第 22 条及び第 22 条の 2 に規定されている病院の管理及

び運営に関する諸記録 

6 歯科技工士法(昭和 30 年法律第 168 号)第 19 条に規定されている指示書 

7 外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律（昭和 62 年

法律第 29 号）第 11 条に規定されている診療録 

8 救急救命士法(平成 3 年法律第 36 号)第 46 条に規定されている救急救命処置録 

9 医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第 30 条の 23 第 1 項及び第 2 項に規定

されている帳簿 

10 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32年厚生省令第 15号)第 9条に規定されて

いる診療録等 

11 臨床検査技師等に関する法律施行規則（昭和 33 年厚生省令第 24 号）第 12 条の 3 に規

定されている書類 

12 歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第46号)第18条に規定されている歯科衛生士

の業務記録 

13 診療放射線技師法（昭和 26 年法律第 226 号）第 28 条に規定されている照射録 

 

3.3 取扱いに注意を要する文書等 

3.1 に示した文書等の他、医療において個人情報の保護について留意しなければならない

文書等には、①施行通知には含まれていないものの、e-文書法の対象範囲で、かつ、患者の

個人情報が含まれている文書等（麻薬帳簿等）、②法定保存年限を経過した文書等、③診療

の都度、診療録等に記載するために参考にした超音波画像等の生理学的検査の記録や画像、

④診療報酬の算定上必要とされる各種文書（薬局における薬剤服用歴の記録等）、等がある。 

これら①～④に示した文書等については、個人情報保護関連各法の趣旨を十分理解した上

で、各種指針及び本ガイドライン 6 章の安全管理等を参照し、情報管理体制確保の観点か

らも、バックアップ情報等を含め、それらを破棄せず保存している限りは、7 章及び 9 章に

準じて取扱うこと。 

なお、「9.4 運用の利便性のためにスキャナ等で電子化を行うが、紙等の媒体もそのまま

保存を行う場合」も、適宜参照されたい。 

また、3.2 に示す文書等がその法定保存年限を経過する等の事由によって、施行通知や外部

保存改正通知の対象外となった場合にも、外部保存を実施（継続）する場合には、8 章に準

じて取扱うこと。 


